
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
（
四
件
） 

（
廃
棄
物
対
策
課
） 

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（
介
護
保
険
室
） 

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
） 

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

） 

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

） 

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更 

（　
　

同　
　

） 

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更 

（　
　

同　
　

） 

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

） 

五

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
） 

五

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

五

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

） 

五

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
） 

五

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
） 

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
） 

七

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

 

一
一

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

 

一
一

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

 

一
二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に

関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
ア
ネ
ス
テ
ィ

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
御
釜
田
百
四
十
五
番
地
の
三

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

伊
藤　

伸
一

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
南
別
所
一
番
、
二
番
二
、
二
番
三
、
二
番
二
十
一
、
二
番
二
十
二
及
び
十
二
番
二

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
北
中
別
所
二
十
六
番
一
、
二
十
六
番
五
、
二
十
八
番
及
び
二
十
九
番
一

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

が
れ
き
類
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

が
れ
き
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）
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３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に

関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
ア
ネ
ス
テ
ィ

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
御
釜
田
百
四
十
五
番
地
の
三

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

伊
藤　

伸
一

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
南
別
所
一
番
、
二
番
二
、
二
番
三
、
二
番
二
十
一
、
二
番
二
十
二
及
び
十
二
番
二

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
北
中
別
所
二
十
六
番
一
、
二
十
六
番
五
、
二
十
八
番
及
び
二
十
九
番
一

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

木
く
ず
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

木
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）

３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に

関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
ア
ネ
ス
テ
ィ

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
御
釜
田
百
四
十
五
番
地
の
三

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

伊
藤　

伸
一

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
南
別
所
一
番
、
二
番
二
、
二
番
三
、
二
番
二
十
一
、
二
番
二
十
二
及
び
十
二
番
二

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
北
中
別
所
二
十
六
番
一
、
二
十
六
番
五
、
二
十
八
番
及
び
二
十
九
番
一

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等
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１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
（
塩
釜
保
健
所
）

３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に

関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
県
南
エ
コ
テ
ッ
ク

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
一
戦
場
二
十
番
地

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

佐
藤　

美
道

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所　

　
　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
清
上
一
番
地
及
び
四
番
地

　
　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
一
戦
場
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
、
二
十
三
番
地
及
び
地
番
不
明

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

木
く
ず
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

木
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日

二　

事
業
者
の
名
称
等

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日

二　

事
業
者
の
名
称
等

（3）　 平成21年２月13日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2033号　　 

事
業
者
の
名
称

有
限
会
社
沖
野

電
気
工
事

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区

沖
野
七
丁
目
九

番
九
十
号

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
三
〇
〇
四
六
三

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

訪
問
介
護

事
業
所
の

名
称　
　

沖
野
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

所
在
地　

仙
台
市
若
林
区

沖
野
七
丁
目
九

番
九
十
号
サ
ン

ア
イ
オ
ジ
マ
二

〇
五
号

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

介
護
保
険
事
業
所
番
号

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

事
業
所
の

名
称　
　

事
業
所
の

所
在
地　



　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
四
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
の
名
称
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
六
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。
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有
限
会
社
沖
野

電
気
工
事

仙
台
市
若
林
区

沖
野
七
丁
目
九

番
九
十
号

〇
四
七
五
三
〇
〇
四
六
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

沖
野
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
若
林
区

沖
野
七
丁
目
九

番
九
十
号
サ
ン

ア
イ
オ
ジ
マ
二

〇
五
号

氏　
　

名

佐
野　

敬
一

渡
辺　
　

洋

森
川　

直
人

佐
藤　
　

信

堀
田　
　

修

山
本
さ
や
か

長
島　

高
宏

富
岡　

智
子

大
浪　

更
三

診
療
科
目

整

形

外

科

呼

吸

器

科

呼

吸

器

科

泌

尿

器

科

内

科

内

科

内

科

外

科

小

児

科

循

環

器

科

内

科

リ

ハ

ビ

リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

石
巻
市
立
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会　

坂
総
合
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会　

坂
総
合
病
院

医
療
法
人
寶
樹
会　

仙
塩
総

合
病
院

医
療
法
人
社
団
み
や
ぎ
清
耀

会　

緑
の
里
ク
リ
ニ
ッ
ク

登
米
市
立
佐
沼
病
院

七
ヶ
宿
町
国
民
健
康
保
険
診

療
所

み
や
ぎ
県
南
中
核
病
院

医
療
法
人
掬
水
会　

川
崎
こ

こ
ろ
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
南
浜
町
一－

七－

二
十

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
一－

一

岩
沼
市
北
長
谷
字
畑
向
山
南
二
十
七－

二

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
二
十
五

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
関
百
八
十
三

柴
田
郡
大
河
原
町
字
西
三
十
八－

一

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
北
川
原
山
七
十

二

氏　
　

名

岡
田　

康
弘

岡
崎　
　

肇

診
療
科
目

泌

尿

器

科

外

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

気
仙
沼
市
立
病
院

公
立
刈
田
綜
合
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

気
仙
沼
市
田
中
百
八
十
四

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

氏　

名

畠
山　

昌
樹

内
山　

美
寧

診
療
科
目

整
形
外
科

内

科

新

所
属
医
療
機
関
の

名

称

医
療
法
人
啓
仁
会

石
巻
ロ
イ
ヤ
ル
病

院宮
城
県
立
循
環

器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

石
巻
市
広
渕
字
焼

巻
二

栗
原
市
瀬
峰
根
岸

五
十
五－

二

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

医
療
法
人
浄
仁
会

大
泉
記
念
病
院

公
立
刈
田
綜
合
病

院

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

白
石
市
福
岡
深
谷

字
一
本
松
五－

一

白
石
市
福
岡
蔵
本

字
下
原
沖
三
十
六

氏　

名

木
村　

康
一

所
属
医
療
機
関
の
名
称

新

医
療
法
人
社
団
緑
水
会　

米

川
診
療
所

旧

米
川
診
療
所

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
下
五

十
九－

一



　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

仙
台
市
若
林
区
荒
浜
字
川
向
四
八
の
二
か
ら
四
八
の
四
ま
で
、
五
二
の
三
、
五
三
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域

 
〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　

名

武
田　

宜
之

診
療
科
目

眼

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

武
田
眼
科
医
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

新

気
仙
沼
市
南
郷
九－

七

旧

気
仙
沼
市
南
郷
五－

一

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
五
九
四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
北
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
一
丁
目

五
十
二
番
十
八
号
千
葉
茂
ビ
ル

一
〇
三
号

設　

置　

者　

名

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

一
月
三
十
一
日

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
越
路
一
二
四
番
二
地
先
か

ら同
市
東
和
町
米
谷
字
越
路
一
〇
〇
番
二
七
地
先
ま

で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜二
三
・
五

一
一
・
五
〜六
四
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
七
六
・
〇

二
七
六
・
〇

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
越
路
一
二
四
番
二
地
先
か
ら

同
市
東
和
町
米
谷
字
越
路
一
〇
〇
番
二
七
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

二
月
十
七
日

午
前
九
時



一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
野
中
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
本
塚
百
四
十
二
番
地
の
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

工　

藤　
　
　

巖　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
一
番
地

　
　
　

小　

野　

政　

一　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
三
十
四
番
地
一

　
　
　

新　

田　

和　

春　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
三
十
五
番
地
一

　
　
　

木　

村　

小
市
郎　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
三
番
地
百
三
十
四

　
　
　

片　

平　
�
　

志　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
塚
百
三
十
一
番
地
四

　
　
　

開　

山　

義　

一　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
塚
百
三
十
四
番
地
二

　
　
　

小　

幡　
　
　

亨　
　

多
賀
城
市
八
幡
二
丁
目
十
二
番
五
十
号

　
　
　

櫻　

井　

孝　

子　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
石
切
場
十
六
番
地

　
　
　

大　

場　

ふ
じ
子　
　

塩
竈
市
母
子
沢
町
二
十
五
番
二
十
二
号

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日　

午
前
九
時

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
石
巻
市　

石
巻
漁
港
内　

「
宮
城
丸
」

５　

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
数
量
の
概
数
及
び
入
札
公
告
予
定
時
期　

百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル　

平
成
二
十
一
年
五
月

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル　

平
成
二
十
一
年
八
月　

二
百
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル　

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項
等

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

３　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
し
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
し
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ

く
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
し
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
し
立
て
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

６　

当
該
物
品
と
ほ
ぼ
同
等
量
を
船
舶
に
数
回
以
上
納
入
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

三　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

１　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加

業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城

県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
二
）
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

　

２　

次
の
区
分
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
�
　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
を
希
望
す
る
場
合

　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
午
後
五
時
ま
で
に
、
同
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
、
申
請
を
行
う
こ
と
。

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
を
希
望
す
る
場
合

　
　
　
　
�
の
日
時
ま
で
に
入
札
参
加
確
認
申
請
書
を
宮
城
県
高
校
教
育
課
調
整
班
ま
で
提
出
す
る
こ
と
。

五　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
契
約
条
項
並
び
に
契
約
条
件
を
示
す
場
所
及
び
入
札
説
明
書
の
交
付
場

所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
調
整
班
（
担
当　

亀
山　

勉　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
二
一
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
午
後
五
時
ま
で
。
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３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
ま
で
に
必
要
書

類
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ

れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所
等

　
　
�
　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

イ　

入
札
の
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
午
後
五
時
ま
で　
　

　
　
�
　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

提
出
場
所　

１
に
同
じ
。

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、�
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
（
封
筒
に
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名

称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
す
る
こ
と
。）
に
て
到
着
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時
ま
で
と
す
る
。

　

５　

開
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
八
日
午
前
十
一
時　

教
育
庁
会
議
室
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
十
六
階
）

六　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
五
の
３
の
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
な
い
者

七　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
内
国
貨
物
船
用
品
積
込
承
認
申
告
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
と
な
る
た

め
、
消
費
税
を
加
え
な
い
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
金
額
は
消
費
税
を
加
え
な
い
価
格
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ

と
。

４　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予

定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

５　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

６　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

７　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

８　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

９　

調
達
手
続
き
の
停
止
等　

平
成
二
十
一
年
度
宮
城
県
一
般
会
計
予
算
が
議
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
件

調
達
手
続
き
に
つ
い
て
停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

八　

概
要
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m
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              1  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

運
転
免
許
証
更
新
時
講
習
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
六
十
五　

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
書
提
出
時
ま
で

に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
要
領
に
基
づ
く
資
格
制
限
の
措
置
を
受

け
て
い
る
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

２　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

３　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行
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為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ

者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

４　

道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
社
団
法
人
又
は
そ
の
他
の
者
で
あ
る
こ
と
。　

　

５　

講
習
実
施
に
必
要
な
組
織
、
設
備
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

６　

役
員
並
び
に
講
習
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
成
年
被
後
見
人
、
禁
錮
以
上
の
刑
執
行
後
二
年
未
満
の
者
、
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
者
、道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
等
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
。

　

７　

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
講
習
業
務
を
行
う
人
員
を
必
要
数
擁
し
て
い
る
こ
と
。

８　

講
習
指
導
員
と
し
て
不
適
正
指
導
で
の
解
任
、
不
正
な
手
段
で
の
免
許
交
付
、
危
険
運
転
致
死
傷
等
禁
錮
以
上

の
刑
の
執
行
を
終
了
又
は
、
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い

る
こ
と
。

　

９　

県
内
に
事
務
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

講
習
に
従
事
す
る
職
員
（
講
師
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

10

　
　
�
　

二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
�
　

講
習
で
使
用
す
る
車
両
を
運
転
で
き
る
運
転
免
許
証
（
仮
免
許
を
除
く
。）
を
現
に
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
�
　

講
習
に
必
要
な
人
格
、
知
識
、
経
験
及
び
教
育
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

�
　

道
路
交
通
法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
、
そ
の
執
行
を
終
了
又
は
、

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
。

�
　

自
動
車
の
運
転
に
関
し
、
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し
く
は
、
同
法
第
二
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

罪
並
び
に
法
に
規
定
す
る
罪
（
前
記�
を
除
く
。）
を
犯
し
、
そ
の
執
行
を
終
了
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
。

　
　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県

11
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約

課
物
品
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
番
号
〇
二
二－

二

一
一－

三
三
三
三
）
へ
平
成
二
十
一
年
三
月
四
日
（
水
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日
（
木
）、
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格

の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
（
火
）、
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　
　
�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）、
午
後
一
時
三
十
分
（
開
場
午
後
一
時
〇
〇
分
）

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
一
会
議
室
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四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業

者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５　

落
札
者
の
決
定
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定

価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

７　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

停
止
処
分
者
・
違
反
者
講
習
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
六
十
五　

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
書
提
出
時
ま
で

に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
要
領
に
基
づ
く
資
格
制
限
の
措
置
を
受

け
て
い
る
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

２　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

３　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ

者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

４　

道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
社
団
法
人
又
は
そ
の
他
の
者
で
あ
る
こ
と
。　

　

５　

講
習
実
施
に
必
要
な
組
織
、
設
備
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

６　

役
員
並
び
に
講
習
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
成
年
被
後
見
人
、
禁
錮
以
上
の
刑
執
行
後
二
年
未
満
の
者
、
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
者
、道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
第
二
号
等
の
欠
格
事
項
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
。

　

７　

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
講
習
業
務
を
行
う
人
員
を
必
要
数
擁
し
て
い
る
こ
と
。

８　

講
習
指
導
員
と
し
て
不
適
正
指
導
で
の
解
任
、
不
正
な
手
段
で
の
免
許
交
付
、
危
険
運
転
致
死
傷
等
禁
錮
以
上

の
刑
の
執
行
を
終
了
又
は
、
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い

る
こ
と
。

　

９　

県
内
に
事
務
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

講
習
に
従
事
す
る
職
員
（
講
師
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
格
を
有
す
る
十
三
名
を
擁
し
、
宮
城
県
運
転
免
許
セ

10
ン
タ
ー
に
配
置
す
る
こ
と
。

�
　

「
停
止
処
分
者
講
習
実
施
要
綱
」
第
４
並
び
に
「
違
反
者
講
習
実
施
要
綱
」
第
４
に
掲
げ
る
各
項
目
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
�
　

講
習
に
必
要
な
人
格
、
知
識
、
経
験
及
び
教
育
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

�
　

道
路
交
通
法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
、
そ
の
執
行
を
終
了
又
は
、

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
。

�
　

自
動
車
の
運
転
に
関
し
、
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し
く
は
、
同
法
第
二
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

罪
並
び
に
法
に
規
定
す
る
罪
（
前
記�
を
除
く
。）
を
犯
し
、
そ
の
執
行
を
終
了
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
。

　
　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県

11
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約

課
物
品
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
番
号
〇
二
二－

二

一
一－

三
三
三
三
）
へ
平
成
二
十
一
年
三
月
四
日
（
水
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日
（
木
）、
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格

の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
（
火
）、
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　
　
�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）、
午
後
二
時
〇
〇
分

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
一
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業

者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５　

落
札
者
の
決
定
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
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価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

７　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

Sum
m
ar

　
   
 
  y  

１
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R
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O
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w
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licenses
-1
se

               t  

　

２
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             to

M
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            0  

　

３
P
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        alD
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L
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C
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    r  

　

４
B
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D
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:

　
 
    
           
                   15

p.m
      

.  
５
C
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:
F
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  d

Supplies
Section,

A
ccounting

D
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    ion,
G
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A
ffairs

D
epartm

ent,
M
iyagi

P
refectur

 
       
 
      
     
 
      
 
        al

P
olice

H
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3-8-1
H
oncho
   
 
      
 
             
      
 
     ,

A
oba-ku,

  
 
        
 

Sendai,M
iyagi,980-8410,Japan.T

E
L

         
                         
 
 

:022-221-7171,ext.223

                         2  

 
病

院

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

Ｃ
Ｒ－

Ｘ
線
画
像
シ
ス
テ
ム　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

病
院
局
県
立
病
院
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
二
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
株
式
会
社
東
北
支
店
仙
台
営
業
所　

仙
台
市
青
葉

区
一
番
町
一
丁
目
二
番
二
十
五
号

五　

落
札
金
額　

千
百
二
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
電
算
運
用
保
守
管
理
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
（
名
取
市
愛
島
塩
手
字
野
田
山
四
十
七
番
地
一
号
）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

３　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４　

県
内
に
事
業
を
統
括
、
管
理
す
る
本
社
又
は
支
社
、
営
業
所
等
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

５　

直
近
三
年
の
間
に
、
三
百
床
以
上
の
病
院
に
お
い
て
、
同
等
規
模
又
は
そ
れ
以
上
の
診
療
支
援
情
報
シ
ス
テ
ム

の
保
守
運
用
を
一
年
以
上
行
っ
た
実
績
が
あ
り
、
か
つ
半
年
以
上
同
規
模
か
そ
れ
以
上
の
現
行
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｏ

Ｐ
Ｅ
／
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｎ－

Ｅ
Ｘ
）
の
取
扱
経
験
が
あ
る
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
一
名
常
駐
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
こ
と
。

６　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
４
及
び
５
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
平
成
二
十
一
年
三
月
十
一
日
ま
で

に
三
の
１
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
〒

九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
二
）
へ
平
成

二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
一－

一
二
九
三　

名
取
市
愛
島
塩
手
字
野
田
山
四
十
七
番
地
一
号

　
　
　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
事
務
局
総
務
班
（
担
当　

渡
部　

剛　

電
話
〇
二
二－

三
八
四－

三
一
五
一
）

２　

入
札
書
の
提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
午
後
五
時
十
五
分
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、

入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留

郵
便
に
て
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。）
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
３
の
開
札
の
日
時
ま

で
と
す
る
。

３　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
午
前
十
時
三
十
分　

宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
二
階
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第
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加

え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

調
達
手
続
の
停
止
等　

平
成
二
十
一
年
度
宮
城
県
病
院
事
業
会
計
予
算
が
議
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
等
、
本
件

調
達
の
手
続
に
つ
い
て
停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

Sum
m
ar

　
   
 
  y  

１
Item

(s)/Service
R
equired

:
Integrat

　
    
            
 
        
  
        ed

Inform
ation

System
C
om
puter

O
pera

   
      
      
      
 
 
  
      
 
    tion

     
 

M
aintenance

O
ne
Set

 
          
（ 
      
）

　

２
P
eriod

of
C
ontract

:A
pril1,2009

　
 
          
           
             to

M
arch

31,201

    
            2  

　

３
P
lace

of
Service

:M
iyagiC

ancer
C
e

　
 
                   
       
       
 nte

   r  

　

４
B
id
D
eadline

:M
arch

25,2009,5
:

　
 
    
           
                   15

p.m

      

.  

５
C
ontact

P
erson

:
W
atanabe

T
uyoshi,

　
 
        
         
         
        G

eneral
A
ffairs

Section,
Secretariat

 
        
                           e,

M
iyagi

C
ancer

    
       
      

C
enter,

47-1
A
za
N
odayam

a,
M
edeshim

a

 
       
     
 
   
 
      
   
 
       
 shiote,

N
atori,

M
iyagi

981-1239
Japa

        
 
       
 
      
         
    n  .  

T
E
L
.:
022-

 
 
 
 
   
     

384-315

       1  

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
十
九
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（政
党
の
支
部

）

政
治
団
体
の
名
称
自
由
民
主
党
鳴
瀬
支
部

報
告
年
月
日
平
成
20   年
８
月
28   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

441,895

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

295,095

       

円

イ
本
年
収
入
額

146,800

       

円
�
支
出
総
額

113,360

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

146,800

       

円

　
　
　
　

�
自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合
会

146,800

       

円

 

 合
計

 

 

146,80

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

113,360

       

円
　
　
　
　

�
組
織
活
動
費

59,450

      

円

　
　
　
　

�
選
挙
関
係
費

53,91

     0  

円

 

 合
計

 

 

113,36

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
自
由
民
主
党
宮
城
県
仙
台
市
泉
区
第
二
支
部

報
告
年
月
日
平
成
20   年
９
月
17   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額
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�
収
入
総
額

558,478

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

58,453

      

円

イ
本
年
収
入
額

500,025

       

円
�
支
出
総
額

500,000

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
500,00

      0  

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）
500,00

      0  

円

ａ
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

300,000

       

円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

200,000

       

円

イ
そ
の
他
の
収
入

25   

円

　
　
　
　

10   万
円
未
満
の
収
入

25   

円

 

 合
計

 

 

500,02

      5  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
名
称

） 

　
（金
額
） 

（事
務
所
の
所
在
地

）

 

　

㈱
ヤ
マ
ザ
ワ

100,00

 

 

      0  

円
山
形
県
山
形
市

 

　

㈱
山
一
地
所

200,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
泉
区

小
計

300,00

      0  

円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
名
称

） 

　
（金

額

） 

（事
務
所
の
所
在
地

）

 

　

中
野
正
志
政
経
フ
ォ
ラ
ム

 

200,00

 

      0  

円
仙
台
市
宮
城
野
区

小
計

200,00

      0  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

500,000

       

円

　
　
　
　

�
寄
附
・
交
付
金

500,000

       

円

 

 合
計

 

 

500,00

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

（資
金
管
理
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
安
住
ま
さ
ゆ
き
政
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
安
住
政
之

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
多
賀
城
市
長

ー

報
告
年
月
日
平
成
20   年

８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

98,922

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

98,922

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
伊
藤
拓
哉
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
伊
藤
拓
哉

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
色
麻
町
長

報
告
年
月
日
平
成
20   年
８
月
20   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
仁
田
和
廣
政
策
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
仁
田
和
廣

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年
10   月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

996,051

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

996,051

       

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
み
や
ぎ
政
経
同
志
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
今
野

�
吉

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年

９
月
17   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

953,192

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

253,192

       

円
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イ
本
年
収
入
額

700,000

       

円
�
支
出
総
額

830,414

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
700,00

      0  

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

700,00

      0  

円

ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

700,000

       

円

 

 合
計

 

 

700,00

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
氏
名

） 

　
（金

額

） 

（住
所

）

 

　

今
野

�
吉

700,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
泉
区

小
計

700,00

      0  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

830,414

       

円

　
　
　
　

�
人
件
費

240,00

      0  

円

　
　
　
　

�
光
熱
水
費

268,20

      7  

円

　
　
　
　

�
備
品
・
消
耗
品
費

131,266

       

円

　
　
　
　

�
事
務
所
費

190,94

      1  

円

 

 合
計

 

 

830,41
      4  　円

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
安
住
ま
さ
ゆ
き
連
合
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

15,133

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

15,133

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
五
日
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
９
月
17   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

104,023

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

103,910

       

円

イ
本
年
収
入
額

113

   

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

113

   

円

　
　
　
　

10   万
円
未
満
の
収
入

113

   

円

 

 合
計

 

 

113

   　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
い
と
う
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

８
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

319

   

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

319

   

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
小
野
ま
も
る
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
12   月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
今
野
た
か
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
９
月
17   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

605,153

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

40,153

      

円

イ
本
年
収
入
額

565,000

       

円
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�
支
出
総
額

374,352

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

65,000

      

円

6  3  

人

イ
寄

附
500,00

      0  

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

500,00

      0  

円

ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

500,000

       

円

 

 合
計

 

 

565,00

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
名
称

） 

　
（金

額

） 

（事
務
所
の
所
在
地

）

 

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
仙

500,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
泉
区

台
市
泉
区
第
二
支
部

小
計

500,00

      0  
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

374,35

      2  

円

　
　
　
　

�
組
織
活
動
費

64,35

     2  

円

　
　
　
　

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

310,000

       

円

ａ
宣
伝
事
業
費

310,000
       

円

 

 合
計

 

 

374,35

      2  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
佐
藤
け
ん
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
８
月
12   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

8,100

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

8,100

     

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
翁
山
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

９
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
税
理
士
に
よ
る
愛
知
治
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

８
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

131,430

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

110,000

       

円

イ
本
年
収
入
額

21,430

      

円
�
支
出
総
額

90,000

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

21,000

      

円

6  

人

イ
そ
の
他
の
収
入

430

   

円

　
　
　
　

10   万
円
未
満
の
収
入

430

   

円

 

 合
計

 

 

21,43

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

90,000

      

円

　
　
　
　

�
組
織
活
動
費

90,00

     0  

円

 

 合
計

 

 

90,00

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
多
賀
城
新
時
代
の
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

4,961

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

4,961

     

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
武
田
節
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
10   月
14   日

、
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１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
21   紀

会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

９
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

1,243,98

        3  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

526,287

       

円

イ
本
年
収
入
額

717,696

       

円
�
支
出
総
額

689,478

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

300,000

       

円

3  0  

人

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

417,000

       

円

　
　
　
　

�
総
会

171,00

      0  

円

　
　
　
　

�
懇
談
会

246,00

      0  

円

ウ
そ
の
他
の
収
入

696

   

円

　
　
　
　

10   万
円
未
満
の
収
入

696
   

円

 

 合
計

 

 

717,69

      6  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

3,799

     

円

　
　
　
　

�
備
品
・
消
耗
品
費

3,799

     

円

イ
政
治
活
動
費

685,679

       

円

　
　
　
　

�
組
織
活
動
費

685,67

      9  

円

 

 合
計

 

 

689,47

      8  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
に
た
和
広
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
８
月
19   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額 っ

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
星
吉
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
９
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
星
順
一
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
12   月
24   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
ゆ
さ
ひ
さ
か
ず
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
12   月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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